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l

O
公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則

〈

昭

和

五

十

一

年

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

)

五
条
条
例
第
十
条
の
昭
一
一
頃
に
規
定
す
る
業
務
が
心
身
に
し
い
負
担

を
与
え
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
種
度
と
辻
、
問
項
各
号
の
業
務
ご
と
に
、

J

次
に
搭
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
口
市
の
業
務

G

イ
石
川
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
(
昭

E

和
三
十
一
一
年
石
川
県
条
例
第
一
一
一
十
九
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
剖
」
と
い

J

う 

第
一
一
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
週
休
日
〈
以
下
「
週
休
日
」

と
い
う
。
)
又
は
給
与
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る

休
日
等
、
年
来
年
始
の
休
日
等
若
し
く
は
給
与
条
開
第
十
盟
条
の
こ
れ
ら

の
時
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
出
で
定
め
る
日
〈
以
下
「
休

日
等
」
と
い
う 

に
つ
い
て
は
、
業
務
げ
門
前
世
し
た
時
間
が
終
日
に
及
ぶ

軽
度
(
日
中
八
時
間
程
度
と
す
る
。
以
下
じ
む
)
又
は
こ
れ
と
程
度
で

あ
る
こ
と

9

ロ

休

日

等

に

当

る

日

以

外

の

正

規

の

勤

務

時

間

が

回

開

時

虫
剤
倒
叫
珂
叫
休
日
等
に
当
た
る
員
以
外
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
回
瑚
開


刻
吋
で
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
が
正
規
の
勤
務
時

で
あ
る
尽
に
つ
い
て
ほ
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
が
正
規
の
勤
務
時


間
(
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
及
び
第
一
一
一
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間

間
〈
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
及
び
第
一
一
一
条
の
ニ
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間


を
い
う
。
以
下
問
じ
。
)
凶
刑
叫
吋
町
叫
引
制
1
引
制
ベ
吋
科
叫
午
後
八
時

叫
列
剖
銅
剖 

午
後
八
時


ま
で
若
し
く
は
午
前
二
時
か
ち
午
前
八
時
ま
で
又
は
こ
れ
も
と
間
程
度
で


あ
る
こ
と


ハ

そ

の

他

の 

に
つ
い
て
は
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
が
正
規
の
勤
務
時

間
以
刻
羽
岡
開
叫
引
引

1

制
調
吋
外
叫
午
後
十
一
時
ま
で
若
し
く
は
引

制
ゴ
時
ー
か
ら
午
前
八
時
で
又
は
こ
れ
ら
と
間
程
度
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ー

四

賂

i
i
i

i
l
i
l
i
-
-
i

五

条

剖

第

十

条

の

昭

一

に

規

定

る

業

務

が

心

に

し

い

負

担

を
え
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
経
度
と
は
、
問
項
各
号
の
業
務
ご
と
に
、

次
に
掲
、
げ
る
と
お
り
と
す
る
む

一

第

一

号

の

業

務

イ
石
川
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
、
び
休
鞍
等
に
関
す
る
条
例
(
昭

和
三
十
二
年
石
川
県
条
例
第
一
一
一
十
九
号

9

以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

う
。
)
第
一
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
週
休
日
(
以
下
「
週
抹
日
」

と
い
う 

又
は
給
与
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る

休
日
等
、
年
末
年
始
の
休
日
等
若
し
く
辻
給
与
条
例
第
十
四
条
の
こ
れ
ら

の
日
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
射
で
定
め
る
日
(
以
下
「
休

日
等
」
と
い
う 

に
つ
い
て
は
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
が
柊
日
に
及
ぶ

程
度
(
日
中
八
時
間
程
度
と
す
る

9

以
下
問
じ
む
)
又
は
こ
れ
と
間
程
変
で

あ
る
こ
と
。 J

J

を
い
う
。
以
下
関
じ 
J

ま
で
若
し
く
は
午
前
二
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で
又
は
こ
れ
ち
と
間
程
度
で

あ
る
こ
と
。

ハ
そ
の
地
の
日
に
つ
い
て
は
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
が
正
規
の
勤
務
時

間
叫
引
制
組
制

i
l
i
l
i
1
1
i
!午
後
十
一
時
ま
で
若
し
く
は
引

制
コ
矧
吋
か
ら
午
前
八
ま
で
又
は
こ
れ
ら
と
間
程
度
で
あ
る
こ
と
。

一一
 

略

改

正

現

行

ア



公

立

学

校

職

の
特
殊
勤
務

当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

す
る
規
則

公
立

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

校
職

の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
(
昭
和

年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
制

九
号
)

「
四
時
間
以
内
」
に
、
「
に
引
き
続
き
」

続
き
」

十

弟

条

第

口
す
ロ
中
「
週
休
日
又
は
」

を
削
り
、
「
四
時
間
」

r

外
の
時
間
の
う
ち
、
午
後
一
時
か
ら
」

時
か
ら
」

」

、

に
改
め
、

間
号
ハ
中
「
に
引

に
改
め
る
。

「
以
外
の
時
間
の
う
ち
、
午
後
五

を

一 

「
午
前
二
時
前
」

「
午
前 

を

時」

こ
の
規
則
は
、

平
成
二
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

メ?ん倫

の
一
部

を

以

附

W{1j 

- 8 --



公

の
特
殊
勤
務
手
当
に

る
規
則
の
一
部
を
改

一
年
三
月
三

口パ円

会
規
則
第

す
る
規
則

こ
こ
に
公
布
す
る
。

石 

ノ

Z
3
2

県

教

ゴズ
月

員

学
校
職

平
成
�
 

1
1
2
/
 

十

教
育
委



教
育
長
専
決
に
関
す
る
規
則

新
田
対
照
表

第

ニ

条

教

長

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

一
1
一
ニ
略

西

教

育

長

、

教

育

参

決
宇
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
教
育
長
は
、
次
に
掲
げ
る

務
、
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る 
c 

、
教
育
次

、
技
監
、

一
'dz

・
-
〉
一
一
一
路

四

教

育

長

、

教

育

参

事

、

教

育

次

長

、

技

監

、

課

長

及

び

担

課

の

聴

に
あ
る
者
の
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
地
の
勤
務
条
件
に
関
す
る

条
例
(
昭
和
一
一
一
十
二
年
石
川
県
条
例
第
五
十
二
号
)
第
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
石
川
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休 

及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
(
昭

和
一
一
一
十
ニ
年
石
川
県
条
例
第
一
一
一
十
人
口
市
)
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

週
休
日
の
振
替
え
及
び
半
日
勤
務
時
間
の
割
探
り
の
変
更
並
び
に
開

条
例
第
条
の
ニ
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
休
自
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

路 

c 職

B

に
あ
る
者
の

週
休
日
の
援
替
え
及
び
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
並
び
に

代
休
自
の
信
定
に
関
す
る
こ
と 

2 

略
十

盟各� 

五 

2 

略 i

課

の

改

正

現

行



教

育

専

決

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

す

る

規

則

教

長

専

決

に

関

す

る

規

則

(

昭

和

三

十

年

石

川

県

教

育

会

規

則

第

十

三

号

) 

3コ

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

第

四

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

四

教

育

長

、

教

育

参

事

、

教

育

次

長

、

技

監

、

替

え

及

び

四

時

間

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

の

変

附

則

課

及

び

担

課

長

の

職

に

あ

る

者

の

週

休

日

の

援

並

び

に

代

休

日

の

指

定

に

関

す

る

こ

と

。

こ

の

規

則

は

、

自

か

ら

施

行

す

る

。

平

成

十

年

四

月

一

部

を

次

の

11 




教

育

石

川

県

教

決

に

関

す

る

規

則

の

平

成

二

十

二

年

三

月

三

十

一

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

口凶 

石

川

県

教

育

委

員

会

会

規

則

第

二

号

委

-1? 




〈
勤
務
時
間
〉

E

一
日
車
通
常
の
自
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
開
始
の
時
刻
か
ら
終
了
の
時
刻
ま
で
a

信

寵

当 

の
勤
務
時
間
の
終
了
の
時
刻
又
は
日
直
終
了
の
時
刻
か
ら
翌
日
の
勤
務
時
間
の

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
担
務
規
程

新
田
対
照
表

第
六
十
六
条
若
川
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
三
十
ニ
年
石
川

県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る

県
条
例
第
三
十
人
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う 

第
二
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
勤

勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
は
、
別
に
定
め

務
時
間
の
割
按
り
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
は
、
別
に
定
め
る

る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

…
勤
務
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ち
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
話
人
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

二

休

憩

時

間

午

後

零

時

か

ら

午

後

一

時

ま

で 

二
休
憩
時
間
午
後
零
時
十
五
分
か
ち
午
後
一
時
ま
で

2

略

〈
時
間
外
の
出
退
庁
〉


七
十
三
条
職
員
が
勤
務
時
間
外
、
休
日
(
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い


う
。
以
下
関
じ
む
)
又
は
休
自
の
代
休
日
〈
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
ニ
第
一
項
に
規
定
す
る
自
を
い


う
。
以
下
同
じ
。
)
に
勤
務
し
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
時
間
外
勤
務
等
命
令
整
理
簿
に
必
要
事
項


を
記
入
刻
削
尉
樹
輯
刻
刻
捌
叶
刈
封
斗
は
利
引
以
頭
割
朝
制
剥
観
し
、
在
庁
時
間
を
明
ら
か
に
し
て


お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
奇


〈
当
直
一
時
間
)

第
八
十
西
条
当
車
は
、
日
寵
及
び
宿
震
と
し
、

c

)

(
勤
務
時
間
〉

第
六
十
六
条
荷
川
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
〈
昭
和
三
十
二
年
石
川

も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る 
c

一
勤
務
時
間

2

路

〈
時
間
外
の
出
退
庁
〉

第
七
十
三
条
職
員
が
勤
務
時
間
外
、
休
日
(
勤
務
時
間
条
釘
第
五
条
第
一
一
唄
に
規
定
す
る
休
日
を
い

う
。
以
下
向
じ
。
)
又
は
休
日
の
代
休
自
〈
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
こ
第
一
項
に
規
定
す
る
自
を
い

う
。
以
下
関
じ
む
〉
に
勤
務
し
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
時
間
外
勤
務
等
命
令
整
理
簿
に
必
要
事
項
を

し
、
在
庁
時
間
を
明
ら
か
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
ロ

ハ
当
直
時
間
〉

ベル 

時
間
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
廷
か
、

C

第
八
十
四
条
当
直
は
、
自
直
及
び
宿
置
と
し
、

ベ
き
時
間
は

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
に
掲
、
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
お
け
る
勤
務
時
間
の
開
始
の
時
刻
か
ら
終
了
の
時
刻
ま
で
む

査
終
了
の
時
刻
か
ら
翌
日
の
義
務
時
間
の
開

E

E

一

日

誌

通

常

の

ニ
宿
直
当
日
の
勤
務
時
間
の
終
了
の
時
刻
又
は 

E

始
の
時
刻
ま
で
。
た
だ
し
、
盟
日
が
遺
体
君
、
休 

又
は
休
日
の
代
休
日
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

始
の
時
刻
ま
で
。
た
だ
し
、
翌
日
が
遺
休
日
、
抹
日
又
は
休
日
の
代
休
日
の
に
あ
っ
て
は
、

通
常
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
開
始
の
相
当
す
る
時
刻
ま
で
。

別
表
第
ニ
(
第
十
四
条
関
保
)

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項

1
1
M

略

口
勤
務
時
間
条
例

∞
課
員
の
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
逓
休
日
の
振
替
え
及
び
半
自
動
務
時
間

の
割
振
り
の

通
常
の
自
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
開
始
の
相
当
す
る
時
刻
ま
で
。

別
表
第
一
一
〈
第
十
四
条
関
係
)

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項

1
1
M

路

げ
勤
務
時
間
条
例

ω
課
員
の
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
週
徐
日
の
按
苓
え
及
び
四
時
開
の
勤
務
時
間

!
の
割
擦
り
の
変
更

∞
謝
開
制
鎖
倒
斜
到
↓
胡
叫
矧
詔
同
封
引
酎
間
州
制
調
同
桝
開
閉
叫
剖
創

改

正

現

行
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i
m

I
ω
諜

員

の

の

ニ

第

一

一

裂

の

よ

る

代

休

日

の

げ

路

(3) 

に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
語
務
命
令

の
第
五
条
第
一
一
頃
及
び
第
五
条
の
ニ

の
規
定
に
よ
る
休
日
勤
務
命
令
並

の

第

五

条

第

項

及

び

第

五

の

ニ

第

二

壌

の

び
に
第
十
一
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
命
令

ω
員

の

の

二

第

一

の

規

定

に

よ

る

代

休

告

の

指

定

略

別
表
第
四
〈
第
十
西
条
関
係
)

出
先
機
関
等
の
長
の
共
通
的
専
決
事
項

1
1
印

賂

日

勤

務

時

間

条

例

ω
略 

ω
長
及
び
所
属
職
員
の
第
二
条
第
呂
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

ω
剖
閣
制
開
封
矧
削
剣
期
↓
胡
叫
矧
矧
同
副
引
時
間
矧
剰
刺
何
体
時
間
の

ω
長
及
び
所
襲
職
員
の
第
五
条
第
一
一
頃
及
び
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定

の

!
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更

|
勤
務
命
令
並
び
に
第
十
ニ
条
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
命
令

ω
長

及

び

所

属

職

員

の

第

五

条

の

こ

の

規

定

に

よ

る

代

休

日

の

指

定

B

及
び
四
時
間 

ωi
は

i
w

(
第
十
西
条
関
誌
〉

出
先
機
関
等
の
の
共
通
的
専
決
事
項

ω
I (2) (1) 
務| 勤時
時|最略務
聞及 持賂

ー
勤
務
命
令
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
命
令

ω
長

及

び

所

属

職

員

の

第

五

条

の

ニ

一

項

の

る

代

休

日

の

立

1
日

略 
開
条
例

所
属
職
員
の
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
振
替
え
及
び
半
日
勤

の
割
振
り
の
変
更

所

異

議

員

の

第

五

条

第

一

条

の

二

の
規
定
に
よ
る
休
日

目

i
u

ロ

路

る
休
日
動
務
命
令
並

-14-



) I1県教育委 言If 1 

庁 般

出先機

校以外の教育機関

石川県教育委員会事務局等処務規程(昭和�  41年石川県教育�  会記1¥令第

2号)の一部を次のように改正する c

平成 22年� 3月� 31日

石川県教育委員�  

6 6条第�  1項第 2号中� f十ト司令J 在削る O

第� 7 3条中�  rliiui r<J の下;こ「ゃくさ蛍撚捧総ii>\鰐ふ代;トペ己ふるミト妥臨悼喪<~ 

liiui騒J を加える o

第� 84条第�  1項中「担制ドて令tji堂監ささ Jの下にド誌上三副去のt;;な盟会 j

加える O

別表第二本庁の課長の共通的専決事項の表第�  17号(1 )中  f糾 忠 誠 憾�  

Jを「自主思 Q議機世豆 j に改め、同号中(3 )を(4 )とし、(2 )を  

( 3 )とし、(1 )の次に次のように加える O 

s 揺 E試 Q 越国鴫4i誤 i 硬<t;;感知斗.J.-t~くる堂程式議総ピ長官t;;結{醍 

531J表第四出先機関等の長の共通的専決事項の表第 11号(2 )中「許思議 


燦堂距Jを「盟堂t;;議総堂涯 J{こ改め、同号中(4 )を(5 )とし、(3 ) 


を(4)とし、(2)の 次 に 次 のように加える c
 

芯15: 

間期�  

2令は、平成11この奇

l護審日眠な織田螺線!寝〈 SE翼{曜とよムる?令官E求議総記三三吉距e鴇{醍

2年 4月� 1日から施行する O 
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の
代
休
日
(
勤
務
時
間
条
挺
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日

官一附Z
B
湘山富一

(
M
)

石
川
県
立
学
校
処
務
規
程

新
国
対
照
表

(
勤
務
時
間
等
)

第

三

十

条

石

川

校

職

員

の

時

間

、

日

及

び

休

等

に

す

る

例

(

昭

和

一

二

十

二

年

石

川

県

条

例

第

三

十

九

以

下

「

勤

務

時

間

条

例

と
い
う
口
)
第
一
一
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
週
休
日
は
、
校
長
が

定

す

る

5
と
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
一
一
一
条
第
一
一
一
項
及
び
第
五
条
の
ニ
に
規

'
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
校
長
が
行
う
。

2

前
一
項
の
勤
務
時
間
の
割
披
ち
の
際
電
態
と
し
て
特
定
の
貯
に
お
い
て
七
時

関
西
十
五
分
を
超
え
て
勤
務
時
間
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
詰
一
頃
の
週

休
日
を
諒
四
週
間
に
つ
き
八
日
〈
再
任
用
組
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、

八

日

以

上

)

と

す

る

こ

と

が

悶

難

で

あ

る

と

め

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

教

育

の

承

認

を

受

け

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

当

直

関

)

第

四

十

一

条

一

日

直

〈

勤

務

時

等

)

第

三

十

条

石

川

果

校

職

の

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

等

に

関

す

る

条

例
(
昭
和
三
十
二
年
若
川
県
条
例
第
一
一
一
十
九
号 

9

以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
)
第
一
一
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
週
休
日
は
、
校
長
が
指

定

す

る

日

と

し

、

勤

務

時

間

条

例

第

三

条

第

三

項

及

び

第

五

条

の

二

に

規

定

す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
校
長
が
行
う
。

2

前
理
(
の
勤
務
時
間
の
割
探
り
の
際
常
態
と
し
て
特
定
の
自
に
お
い
て
八
時

間 

ー

を

超

え

て

勤

務

時

間

を

設

け

よ

う

と

す

る

と

き

又

は

前

項

の

週

i
l
-
-
i

休

告

を

話

四

週

開

に

つ

き

人

民

(

再

任

用

短

時

開

勤

務

職

員

に

あ

っ

て

は

、

八

日

以

上

)

と

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

め

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

教

育

の

承

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

口

ま
で
哲

当
夜
時
間
は
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

通
常
の
自
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
始
の
時
刻
か
ら
終
了
の
時
刻

〈
当
直
一
時
間
)

第
四
十
一
条

一

日

直

ま
で
む

こ

寄

直

当

自

の

勤

務

時

の

終

の

時

刻

又

は

日

置

終

の

時

刻

か

ら

翌

自
の
勤
務
時
間
の
開
始
の
時
刻
ま
で
。
た
だ
し
、
翌
日
が
遺
休
日
、
休
詩
文

は
休
日
の
代
休
日
(
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
の
ニ
第
一
一
項
に
規
定
す
る
日
を

い

う

。

)

の

場

合

に

あ

っ

て

は

、

の

自

に

お

け

る

勤

務

間

の

開

始

に

E

二

円

借

直

当

日

の

勤

務

時

間

の

終

の

時

刻

又

は

日

直

終

了

の

時

刻

か

ら

5
の
勤
務
時
間
の
開
始
の
時
刻
ま
で
。
た
だ
し
、
翌
日
が
週
休
日
、
休
日

は
休

い
う
。
)
の
場
合
に
ふ
め
つ
て
は
、
通
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
の
開
始
に

相

当

る

時

刻

ま

で

。

似
点
溜
∞
(
満 
φ

治
活
説
) 

H

f

h

H

M
N
Q
}

日
器
繰

(
-
)
愚湾

湘 

当
す
る
時
刻
ま
で

9

対持
謹

芸ヨ

山川 

諸宗(
C
A
M

船
出 

3
潜

い

治

品

調

見

〉

油

詩

打

い
μ

が 

一
同
盟
盟
議
早 

B

3a

i
J M

m
q

w
m
N
N
C

b

d
3

w
m

3
M

'
h
m
3

一
躍
加
見
)
鴻
い
糸
満
ム
泊 
3
油
詩
一
れ
い
い
か
簡
な 

路
端
凶 

，
菌
忍
適
応
)
韓
議
事
窓
口
)
盟
位
以 

糊

除
い
怜
陣
ド
同
防
知
加
わ
ト
ゆ
同
協
陣
陣
悌
治
除
清
国
b

(
品
)
滋 

向
日
一
部
即
応
〉
部
岱
一
治
滞
日
泊
対 

滞
で
が 

避 

ω
油
口
)
諮
問 

れい 
μ

が
主
的
冨
樫
税
金
命
階
付
)
二
打
満
己
指
向
〉
沼
海
一
刊
行
自
ヰ
草
学
器
削
枕

盟
罰 

見
)
糊 

d

w
m

む
)
慢
陣

部

詩

持

部

N
N
C
A
}一
難
加 

3
瀦 

強
い
山
並
見
)
詩

訂
作
山
山
葬 

器
製
岳
ム
ザ
持 

， 

が

尋

頭

部

課

岳

吟

(
品
)
湾
祢

M

M

一時取

m

3
N

〈

い

)

浄
潜
戸
川
料
対
〆
)
内
精
弘
治

F
H
潜
む
品
川
見
)
諮
問
↑
れ
い
μ

叫
す
今

M
N
C
h，
議
加 

3
濃
か
山
減
免
〉 

ω
猫
-
一
泊
さ
油
所
一

M
N
弓
鐸
加

3
精
子
潮
見
〉 

ω
鴇
亡
刷
込
)
溜
詩
打
行
か
古
安
田 

3
苗

詩 

行
が
お
寺
田 

3
卦
司

3

2

M
(
出
)
詩
湘

凶
暴

∞
〉 
f
、 

改

正

現

行

日凶弾。2翠?油
'-"''-'"繰ムぬ

N
N
0
4

韮満
治 ψ

C
A

Ch

事
司 

3

増 
L
P



川県教育 会部|令第 3号

校� 

県立学校処務規程(昭和 4 1
)11
 号〉の一 部6令第11年石川県教育委員会記

を次のように改正する O

成� 22年� 3月� 31日

川県教育委員

第 30条第 2項 中 「 �  ~J を r~ 堂思 g] +}司令Jに改める D 

4 1条第 1項中「苦n の下に ~側交t{ð~E;;E;;出兵 J を加1剖宮~世 j í'

える O

別表第 2第� 5号(2)中「半日勤務時間Jを「四時間の勤務時間 Jに改め、

号中(4)を(5)とし、(3)を(4)とし、(2)の次に次のように

加える c 

(3) 職 員 の 第 5条第�  1項の規定による時間外勤務代休時間の指定

的則 


この訓令は、平成 22年 4月� 1日から施行す� ω 。
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